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A. 研究目的 

 2010 年の改正臓器移植法の施行により、本人の

意思が不明の場合でも、家族の承諾があれば臓器提

供ができるようになった 1)。しかし実際は、法改正

後においても脳死下および心停止後の臓器提供件数

は伸び悩んでおり、とくに諸外国に比較すると人口

あたりの臓器提供件数は非常に低い値にとどまって

いる 2,3)。臓器移植を希望する患者数に比べドナー

の数は著しく少なく、本邦の移植医療においてドナ

ー臓器不足の解消は、喫緊の課題といえる。 

 臓器提供は、救急の終末期において、患者家族よ

り臓器提供の申し出があるか、あるいは主治医等か

らの選択肢提示が行われることがきっかけとなる。

平成 27年 5 月に厚生労働省より公開された「脳死

下での臓器提供事例に係る検証会議 200 例のまと

め」によると、臓器提供の意思を把握するきっかけ

のうち、主治医等からの選択肢提示によるものは

28％にとどまっており 4)、今後の潜在的な臓器提供

希望者の意思を確実に汲みとり臓器提供に繋げるた

めには、医療機関において救急の終末期患者に対す

る選択肢提示が重要なステップとなる。しかしなが

ら、終末期患者に対して臓器提供の選択肢提示を行

うことは主治医等の心理的負担が大きく、選択肢提

示を躊躇する場合も少なくないことが指摘されてい

る 5,6)。 

 このような背景をふまえ、平成 28年度の本研究

班内において、標準化された臓器提供の選択肢提示

方法の確立を目的として、家族説明の際に用いるた

めの新たなフォーマットによるリーフレット開発が

行われた。本研究では、このリーフレットの臨床現

場における使用感を評価するために、救命困難と判

断された症例の選択肢提示の際に本リーフレットを

使用してもらい、選択肢提示を行った主治医等を対

象とした質問票調査によりリーフレットの有用性の

評価を行った。 

 

B. 研究方法 

①対象者 

 長崎大学病院救命救急センターに勤務する医師 

②調査期間 

研究要旨： 

 本邦における臓器提供の促進のためには、医療機関において救急の終末期患者に対する臓器提供の意

思確認と選択肢提示が不可欠である。しかしながら、救命困難な症例に対する臓器提供の選択肢提示は

主治医等の心理的負担が大きい。このような背景をふまえ本研究班では、標準化された臓器提供の選択

肢提示方法の確立を目指し、新たなフォーマットによるリーフレットを開発した。本研究では、救急科

の医師が実際に使用した時の感想を調査した。 

 調査期間内において、本リーフレットを用いた選択肢提示が 2例に行われた。説明を行った医師はそ

れぞれ医師経験 3年目（選択肢提示経験無し）と 18年目（選択肢提示 20例程度）であった。使用後の

意見によると、本リーフレットは家族に終末期状態であることの理解を促し、かつその後の方針の一つ

として臓器提供を検討いただけるような説明ツールであった。なおこれらの 2症例はいずれも臓器提供

に至った（心臓停止後提供 1例、脳死下提供 1例）。今後は、これまで選択肢提示経験の少なかった施

設や医師にもリーフレットを使用して頂き、より使いやすいリーフレットの開発につなげていく予定で

ある。 



平成 29年 7 月～平成 30年 3 月 

③実施方法 

 上記期間において、長崎大学病院救命救急センタ

ーへ入院となった症例のうち救命困難（救急医療の

終末期）と判断された症例において、家族の病状理

解・受け入れ状況をふまえ、主治医等により臓器提

供の選択肢提示を行った。選択肢提示にあたって

は、本研究班で作成したリーフレット（資料 1）を

用いた。さらにその後、リーフレットを使用して選

択肢提示を行った担当医等に対し、使用後の感想や

リーフレットへの意見を収集するため、質問票（資

料 2）を作成した。 

④倫理面への配慮 

 本研究は、臓器提供を実施した主治医等を対象と

した、リーフレット使用後のアンケート調査であ

る。終末期患者の診療情報、および選択肢提示を受

ける患者家族に関する個人情報は一切収集しない。

また、アンケートを記入する主治医等についても回

答は任意とし、アンケート項目にあるリーフレット

使用者自身の診療科、医師経験年数、選択肢提示経

験数についても任意記載とすることによって、倫理

的配慮を行った。 

 

C. 研究結果 

 上記研究期間内において、2例のリーフレットを

用いた選択肢提示が行われた。これらの 2症例にお

いて選択肢提示を行った担当医にそれぞれ調査票を

配布し、いずれも回答を得た。 

 以下に、各症例の概要を示す。 

①症例呈示 

症例 1：20歳代 男性 

 縊頸による心肺停止。救急車での搬送途中に心拍

再開し、当院へ搬入となった。来院時 JCS:III-

300、瞳孔両側散大、自発呼吸無し、心拍数

117bpm、血圧 139/74mmHg。外来での処置中にわず

かながら自発呼吸出現し、瞳孔径の縮小を認めた。

脳低温療法をふくめた全身管理を行ったが第 4病日

に再び両側瞳孔散大し自発呼吸も消失、頭部 CTに

て低酸素性脳症の所見を認めた。第 8病日に「脳死

とされうる状態」と診断され、同日家族への病状説

明の際に、リーフレットを用いた臓器提供の選択肢

提示が行われた。第 13病日、家族より臓器提供に

関する説明希望があり、同日、県臓器移植コーディ

ネーターより臓器提供に関する一般的な説明がなさ

れた。第 15 病日、家族より臓器提供の申し出があ

り、その際に本人の健康保険証裏面に「心臓停止後

に臓器を提供する」旨の自筆の意思表示記載を確認

した。第 17 病日に臓器摘出承諾書を作成、第 24病

日に両腎の提供となった。 

症例 2：30歳代 女性 

 自宅内にて卒倒したもの。救急隊接触時は心肺停

止状態で、蘇生処置を行いながら当院へ救急搬送さ

れた。来院時心静止で、アドレナリン 1mg 投与後に

自己心拍再開した。JCS:III-300、両側瞳孔散大、

自発呼吸なし。頭部 CTにてくも膜下出血（左内頸

動脈瘤破裂）を認めたが、深昏睡のため手術適応な

く、保存的治療の方針となった。第 3病日の頭部

CT にて低酸素性脳症の所見を認め、第 7病日「脳

死とされうる状態」と診断された。第 9病日の家族

説明時に、医師経験年数 18 年目の救急科医師（選

択肢提示経験 20例程度）により、脳死とされうる

状態の宣告とともに臓器提供の選択肢提示が行われ

た。第 12病日、家族より臓器提供に関する説明希

望あり、翌日県臓器移植コーディネーターとの面談

が実施された。その際、本人による意思表示はなさ

れていないことが確認された。第 18病日、家族よ

り脳死下臓器提供の申し出あり、第 19 病日に承諾

書作成、第 21病日より 2回の法的脳死判定を経

て、心臓、両肺、肝臓、膵臓、両腎の提供に至っ

た。 

②リーフレット使用後の調査結果 

 症例 1において選択肢提示を行ったのは、医師経

験年数 3年目の救急科医師で、これまで選択肢提示

の経験は無かった。調査票の回答より得られた、リ

ーフレットに対する意見は以下のとおりである。 

 ・リーフレットを用いることで、選択肢提示の際

に伝えるべきことを過不足なく、かつ平易な言葉で

説明できた。 

 ・家族は、パンフレットを見ながら、回復困難で

あることや臓器提供の意思表示に関して、記載内容

に沿って質問をすることができた。 

 ・「呼吸」に関して説明する部分のイラストが、

やや分かりづらい（自発呼吸が消失していることを

連想しにくい）。 

 ・臓器提供の意思表示確認の部分にはイラストが

用いられていないが、ここにもわかりやすい図やア

イコンを掲載してほしい。 

 症例 2は、医師経験年数 18 年目の救急科医師

（選択肢提示経験は約 20例）によって行われた。

症例 2におけるリーフレット使用後の意見は以下の

とおりである。 

 ・脳死患者において、終末期であることを家族に

伝える際の説明事項である「脳死の説明→救命困難

であることの告知→今後の治療方針の検討→臓器提

供の意思確認・選択肢提示」という説明の流れに沿



ってリーフレット記載内容が構成されており、実際

の病状説明のなかで違和感なく使用できた。 

 ・リーフレットは家族が持ち帰ることができるた

め、後ほど家族内で説明内容を振り返りながらじっ

くりと今後のことを考えるきっかけとなる有用なツ

ールと思われた。 

 ・本リーフレットは、脳の全機能が廃絶している

こと、自発呼吸がないこと、心機能が著しく低下し

ていること、すなわち既に脳死状態であり回復の可

能性がないことを前提として記載されているため、

脳死（脳死とされうる状態）の診断が未だなされて

おらず、かつ救命困難と考えられる症例に適応でき

るかが不明確である。 

 上記の意見のほか、「起こりうる事態」や「御意

見をお聞かせください」の項目における、若干の文

言修正に関する要望もあった。 

 

D. 考察 

 臓器提供は、救命が困難とされた救急の終末期に

おいて、患者家族より臓器提供の申し出があるか、

あるいは主治医等からの患者家族に対する選択肢提

示がきっかけとなり行われる。このため、患者本人

や家族の意思を汲みとり活かすためには、救急医療

の現場において家族からの申し出がなされやすい環

境作りにつとめるとともに、臓器提供のドナー候補

と考えられる症例において、主治医等からの選択肢

提示がしっかりと行われることが肝要である。日本

臓器移植ネットワークの報告によると 7)、臓器移植

法改正以前の 1997 年 10月〜2010 年 7月における

脳死下臓器提供 86 件のうち、選択肢提示を契機と

したものは 5例（5.8%）にとどまっていたが、改正

法以降、2010 年 7月〜2017 年 9 月までに実施され

た脳死下臓器提供 389 件のうち 206 例（53.0%）が

選択肢提示によるものであり、臓器提供数の増加の

ためには、救急医療の終末期の現場における選択肢

提示の重要性がますます高まっている。 

 一方、終末期患者の家族に対して臓器提供の選択

肢提示を行うことは、主治医等への心理的負担が極

めて大きく、選択肢提示を躊躇する場合も少なくな

いことが指摘されている 5,6)。とくに、臓器提供の

ドナー候補となりうる症例は、大部分が急性発症の

疾病・外傷例であり家族の動揺も大きく、主治医等

は臓器提供の選択肢提示を行うことによって早期の

治療断念あるいは放棄ととらえられることを懸念

し、また家族からの信頼を失うことを恐れ、臓器提

供の話題を持ち出すことを差し控える医師も多いと

いわれている 5)。このような状況を考慮し、選択肢

提示を行う際の主治医等の心理的負担を軽減するた

めに、「自治体からの依頼」という形で臓器提供の

話題を持ち出せるようなパンフレットや院内掲示用

ポスターが多くの自治体で作成されており、長崎県

においても各医療機関に紹介・配布されているが
8,9)、このパンフレットを家族に渡すこと自体も躊

躇され、実際の現場にてなかなかパンフレット配布

が浸透していないのが実状である。 

 今回用いた選択肢提示のリーフレットは、自治体

作成のパンフレットがなかなか普及しない現状をふ

まえ、本研究班において選択肢提示に伴う心理的負

担を軽減し、かつ救急の終末期の現場における選択

肢提示を促進するためことを目的として開発された
10)。具体的には、ソーシャルマーケティング手法に

おけるターゲットの行動制御要因に焦点をあてたメ

ッセージ開発手法に基づき、”伝えるべき”ポイン

トを、ターゲットにとって”受け取りやすい”形で

伝えることを意識し、医療・公衆衛生分野で実績を

有するコピーライターおよびデザイナー監修のも

と、実際に選択肢提示を行う立場にある医師にとっ

て”渡しやすさ”をも考慮した説明ツールとして作

成された。特徴として、従来の自治体作成パンフレ

ットにあるような「臓器提供に関する話をコーディ

ネーターから聞くこと」の希望の有無を問うもので

はなく、通常の”救命困難な状況”を伝える際の説

明の流れのなかで臓器提供についての意思表示確

認・選択肢提示を行うものである。具体的には、脳

機能の廃絶と心肺機能の著しい低下により今後の回

復が不可能であることを冒頭で明確に伝え、さらに

これから起こりうる事態についても説明し、そのう

えで以後の治療方針についての検討を家族に促す流

れの中で、患者本人の意思表示の有無を確認すると

ともに家族に対して臓器提供についての選択肢も呈

示する形式となっている。あくまで病態説明、救命

困難であることの理解を促すことを主とし、臓器提

供についてはリーフレットの最後の部分でスペース

も少なく記載されているため、抵抗感が少なく現場

で受け入れやすいものと考えられる。 

 本研究で対象となった 2症例においては、選択肢

提示を初めて行う医師と選択肢提示をある程度経験

した医師の両者でリーフレットが使用されたが、使

用後に記載された調査票からは、どちらの医師にと

っても有用なツールとして概ね好意的に受け入れら

れた。一方、選択肢提示をうけた患者家族における

リーフレットの印象は本研究で聴取していないが、

いずれの症例も臓器提供に至った結果をふまえる

と、それほど拒否感なく受け入れられたのではない

かと推察される。ただし、選択肢提示がなされたあ

とに家族間で終末期の治療方針や臓器提供について



判断する際に、本リーフレットが活用されていたか

どうかは、明らかでない。患者家族にとってのリー

フレットの有用性を検証するためには、選択肢提示

が行われた患者家族におけるインタビュー調査が必

要であるが、対象症例のほとんどがその後死亡退院

となることを考慮すると、家族へのインタビューは

困難であり、現時点では患者家族に対する調査は予

定していない。 

 今後の展開として、多くの医師に本リーフレット

の使用を依頼し、使用実績を増やしていくことが必

要である。単一施設・単一部門での使用症例数は限

定的であるため、今後は対象を長崎大学病院救命救

急センターのみならず、院内の全診療科や、救急の

終末期患者を診療することの多い他施設にも拡大す

る予定である。とくにこれまで選択肢提示経験の少

なかった施設や医師にリーフレットを使用してもら

い、使いやすさを検証することで選択肢提示症例数

の増加にむけたリーフレットの作成につなげていき

たい。 

 

E. 結論 

 本研究班で開発した新たなフォーマットによるリ

ーフレットを用いて、救急医療の終末期と診断され

た 2症例に対する臓器提供の選択肢提示を行った。

選択肢提示の経験の有無によらず、使用した医師に

おいては現場で使いやすいリーフレットとして、好

意的に受け入れられた。また、本リーフレットを用

いて選択肢提示が行われた 2症例はいずれも臓器提

供に至っており、患者家族にとっても終末期の対応

ならびに臓器提供について考えるきっかけを供する

可能性が示唆された。 
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